
 

平成２５年１０月 

但馬信用金庫 

金融円滑化に向けた取組みについて 

(基本方針) 

当庫は、最近の厳しい経済金融情勢及び雇用環境の下での中小企業者及び住宅資金借入者

の負担の状況に鑑み、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、

地域経済の発展に寄与するため地域金融円滑化のための基本方針を策定しました。 

  地域金融円滑化のための基本方針 

   但馬信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に

寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。 

1. 取組み方針 

地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関

である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。 

私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お

客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。 

2. 金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備 

     当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。 

 

・ 金融円滑化の実効性を確保するため、金融円滑化管理責任者の選任など、新たに管理態勢を構築しま

した。 

・ 平成 21年 12月 17日から、経営相談・経営指導および経営改善に向けた取組みに関するきめ細かな支

援を行うため、本部に経営改善支援グループを設置しました。 

・ 平成 21年 12 月 17日から、お客様の相談に応じるために、各営業店に金融円滑化相談窓口を設置し、

窓口による相談および電話相談により対応します。 

   <相談窓口> 

   相談場所   当金庫の本支店 

   相談時間   午前 9時から午後 3時まで （本店、大開支店、和田山支店、八鹿支店は午後 5時まで） 

<お電話による相談窓口> 

平 日    当金庫の本支店   受付時間 午前 9時から午後 6時まで 

休 日    ローンデスク     受付時間 午前 9時から午後 5時まで  フリーダイヤル ０１２０－６１５－１２０ 

 

 

3. 他の金融機関等との緊密な連携 

   当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合

など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お

客様の同意を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融

の円滑化に努めてまいります。 

＊ なお、お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情相談については、次の相談窓口をご利用ください。 

但馬信用金庫  受付時間 平日 9:00～18:00  フリーダイヤル ０１２０－１１４－４５０ 

                                                                   以上 

 

 



 

(態勢整備) 

「地域金融円滑化のための基本方針」に基づき下記の態勢整備を行い、適切・真摯な金融

の円滑化に努めています。 

 

（取組・管理） 

1．金融円滑化管理規程を策定しました。 

2. 金融円滑化対応組織図を作成して、本部、営業店において責任者・責任部署・役割を

明確化しました。 

3. 中小企業者の事業についての改善又は再生を支援するため、企業支援部に経営改善支

援援グループを組織しました。 

4. 金融円滑化マニュアルを策定しました。 

5. 営業店に金融円滑化の相談窓口を設置しました。 

6. 申込の受付から対応の完了まで面談の内容を具体的に記録し保存しています。 

7. 常勤理事会、監査役に貸付条件変更受付状況を毎月末で報告しています。 

8. 金融再生法に基づく資産査定開示の基準、リスク管理債権開示の基準運用細則を改定

しました。 

9. 営業店の業績評価、人事考課表で取組の評価をすることにしました。 

10. 内部監査において金融円滑化への取組項目を追加しました。 

11. 営業店の店内検査項目に金融円滑化への項目を追加しました。 

12. 貸付条件変更等の相談・申込み・謝絶・取下げ状況を記録させ管理・保管するため統

一書式を作成しました。 

「謝絶」を行う場合には、融資部の事前の承諾を必要とし、金融円滑化相談責任者又

は金融円滑化相談担当者が説明することにしました。 

謝絶・取下げの場合には、融資部へ都度報告として適切性・十分な説明等がなされて

いるか検証しています。 

13. 休日相談窓口（平成 21 年 12 月 19 日(土) 午前 10 時～午後 3 時まで 市場出張所

を除く 30 店舗）を設けました。 

14. 特別相談日を設けた。平成 21 年 12 月 24 日(木)から平成 22 年 3 月 31 日までの毎週

木曜日は午後 7 時まで（但し、祝日及び 12 月 31 日は除く）当庫本支店（市場出張

所を除く）で相談窓口の時間を延長しました。 

平成 22 年 4 月以降についても、4 月 8 日(木)から 9 月 30 日(木)まで毎週木曜日は午

後 5 時まで（但し、祝日は除く）当庫本支店(市場出張所を除く)で相談窓口の時間延

長しました。 

平成 22 年 10 月以降についても、10 月 7 日(木)から平成 23 年 3 月 31 日(木)まで毎

週木曜日は午後 5 時まで（但し、祝日は除く）当庫本支店で相談窓口の時間を延長

しました。 

15. 電話相談窓口を設けました。 

   平日 当金庫の本支店 受付時間 午前 9 時から午後 6 時まで 

   休日 ローンデスク  受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで 

              フリーダイヤル 0120－615－120 

16. 通信講座「金融円滑化の実務対応」を開講しました。 

 対象者は営業店職員・関連部の代理以上及び希望者が受講しました。 

 17. 平成 24 年 11 月に｢金融円滑化マニュアル｣を｢金融円滑化取扱要領｣として改定しま

した。 

  18. 平成 25 年 2 月に貸出条件緩和と再建計画講座の通信教育講座に 77 名が合格して修

了認定を受けました。 

19. 貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべく、期限到来後もこれまで同様の報告

や検証していくこととした。 

20. 平成 25 年 8 月に｢金融円滑化管理規程｣を改定しました。 

21. 平成 25 年 9 月に｢金融円滑化取扱要領｣を改定しました。 

 



（外部向け） 

1. 店頭・ATM コーナーへ「地域金融円滑化のための基本方針」、「「金融円滑化相談窓 

口」の設置について」等を掲載しました。 

2.「金融円滑化相談窓口」のプレートを作成して専用窓口を明示しました。 

 

3. ホームページへ基本方針、相談窓口のお知らせ等を掲載しました。 

4. 住宅資金の利用者へ｢返済方法等相談窓口｣の設置についてのお知らせをダイレクト

メールしました。 

5. 朝日新聞、読売新聞、神戸新聞に休日相談窓口（平成 21 年 12 月 19 日(土)）を設け

ること等が掲載されました。 

6. 平成 25 年 2 月に｢｢中小企業金融円滑化法｣の期限到来後の取組みについて｣の方針を

ホームページへ掲載、店頭に掲示しました。 

7. 平成 25 年 2 月に｢｢中小企業金融円滑化法｣の期限到来後の取組みについて｣の方針を

貸付条件変更先へ郵送しました。 

8. 平成 25 年 3 月に｢中小企業等金融円滑化相談窓口のご案内｣の窓口への備付と｢中小

企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針｣を店頭掲示しました。 

 9. 平成 25年 4月に｢中小企業金融円滑化法の期限到来後に当って講ずる総合的な対策｣

の窓口への備付しました。 

 

（営業店等への周知徹底） 

1. 金融円滑化法への対応、留意点等について、事務連絡や部店長会議で周知徹底をして

います。 

2. 営業店臨店指導を平成 22 年 3 月末まで全店舗で実施、同 8 月～9 月掛けて帳票類の

一斉点検をしました。 

3. 融資部へ毎月「貸付条件変更等受付管理簿」「貸付条件変更等対象債権明細票」を提

出させ、真摯・迅速な対応が出来ているかどうか管理しています。 

4. 平成 22 年 8 月に全店においてコンプライアンス職場内研修の中で金融円滑化の勉強

会、理解度テストを実施して周知徹底しました。 

5. 平成 22 年 9 月に融資部、企業支援部で営業店の評価を行い、併せてヒアリングや指

導をしました。 

6. 平成 23 年 3 月に融資部、企業支援部で営業店の評価を行い、併せてヒアリングや指 

導をしました。 

7. 平成 23 年 5 月にコンサルティング機能を強化するために、営業店の臨店指導をしま 

した。 

8. 平成 23 年 6 月にコンサルティング機能を強化するために、営業店長、融資担当役席

を対象に「コンサルティング機能強化勉強会」を開催しました。 

9．平成 23 年 7 月にコンサルティング機能の発揮状況について、11 店舗の臨店指導を

しました。 

10．平成 23 年 8 月に経営改善計画書の検証能力向上を図るために、融資部、企業支援部

で勉強会を開催しました。 

11．平成 23 年 10 月に融資部、企業支援部で営業店の評価を行い、併せてヒアリングや

指導をしました。 

12．平成 24 年 3 月に融資部、企業支援部で営業店の評価を行い、併せてヒアリングや指

導をしました。 

13．平成 24 年 4 月 4 日～9 日に営業店に対して「資本性借入金の運用明確化」について

説明会を開催しました。 

14．平成 24 年 7 月に支店長、融資担当役席を対象に政策パッケージおよび中小企業再生

支援協議会の新支援スキームについて説明会を開催しました。 

15．平成 24 年 8 月に債務者の実態把握や債務者の実態に即したコンサルティング機能の

発揮を目的に研修を実施しました。 

16．平成 24 年 10 月に融資部、企業支援部で営業店の評価を行い、併せてヒアリングや

指導をしました。 

17．平成 25 年 2 月に｢中小企業金融円滑化法｣の期限到来後の取組みについての取組方針



について各営業店において説明会を実施しました。 

18．平成 25 年 2 月に企業支援部で再生支援協議会｢暫定リスケジュール｣および経営革新

等支援機関としての取組について説明会を開催しました。 

19．平成 25 年 3 月に融資部、企業支援部で営業店の評価を行い、併せてヒアリングや指

導をしました。 

20. 平成 25 年 6 月に円滑化法の期限到来後の対応について、各営業店への臨店ヒアリン

グを実施しました。 

 

(苦情相談への対応) 

すでに与信取引に係る対応等に関して苦情等が発生したときは、「顧客サポート等管理 

規程」及び「顧客サポート等管理に関する取扱要領」に従って処理・対応するよう定めて

います。 
今回別途に金融円滑化の苦情相談に対応するため「金融円滑化管理規程」「金融円滑化

取扱要領」へ態勢に関する事項を定めました。 

融資部に貸付条件の変更等に関する苦情相談窓口を新設しました。 

  受付時間 平日 9:00～18:00 専用フリ－ダイヤルを設置 0120－114－450 

「地域金融円滑化のための基本方針」へ記載しました。 

(中小企業者の事業の改善又は再生のための支援態勢) 

「金融円滑化管理規程」「金融円滑化取扱要領」へ態勢に関する事項を定めました。 

（経営改善支援グル－プの設置） 

経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに関する支援を行うため、企業支援部

内に経営改善支援グル－プを設置しました。 

経営改善支援グル－プは、営業店と連携して経営改善計画の策定支援・助言・計画の進

捗状況管理等や顧客からの幅広い経営相談ニ－ズに対応しています。 

・平成２１年１２月～２２年３月末  経営改善計画策定の支援実績  １２先 

・平成２２年  ４月～２２年９月末  経営改善計画策定の支援実績   ６先 

    ・平成２２年１０月～２３年３月末  経営改善計画策定の支援実績  １４先 

  ・平成２３年 ４月～２３年９月末  経営改善計画策定の支援実績  １５先 

  ・平成２３年１０月～２４年３月末   経営改善計画策定の支援実績  １７先 

  ・平成２４年 ４月～２４年９月末  経営改善計画策定の支援実績 １３先 

  ・平成２４年１０月～２５年３月末  経営改善計画策定の支援実績 １１先 

 



 

第５　法第４条に基づく措置の実施状況
（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が中小企業者である場合〕 （単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

1,707 8,860 15,857 19,549 22,685 26,499 30,900 33,751 38,541 44,311 48,925 51,336 54,607 57,409 57,409 57,409

うち、実行に係る貸付債権の額 63 4,742 7,138 14,403 16,946 20,400 24,432 27,142 31,858 37,352 39,763 44,425 47,132 49,974 50,427 50,427

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 28 605 623 1,165 1,311 1,595 1,615 1,621 1,637 1,773 1,786 2,240 2,262 2,262

うち、審査中の貸付債権の額 1,641 3,792 4,753 573 957 771 625 447 494 760 2,861 474 975 474 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の額 1 323 3,935 3,965 4,155 4,159 4,529 4,563 4,573 4,576 4,662 4,662 4,713 4,719 4,719 4,719

（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者である場合〕 （単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

79 298 463 634 821 1,031 1,211 1,382 1,530 1,693 1,839 1,987 2,127 2,258 2,258 2,258

うち、実行に係る貸付債権の数 7 194 349 531 687 884 1,039 1,213 1,354 1,513 1,629 1,786 1,907 2,040 2,071 2,071

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 3 18 23 38 51 71 74 76 82 84 85 96 97 97

うち、審査中の貸付債権の数 71 89 63 30 50 47 51 26 29 29 44 33 47 32 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の数 1 15 48 55 61 62 70 72 73 75 84 84 88 90 90 90

貸付条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権の額

貸付条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権の数

 

 



 

第６　法第５条に基づく措置の実施状況
（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 （単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

314 527 749 912 996 1,089 1,121 1,140 1,249 1,370 1,414 1,494 1,515 1,545 1,545 1,545

うち、実行に係る貸付債権の額 0 183 383 571 647 700 721 746 837 916 970 1,035 1,062 1,069 1,080 1,080

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 10 10 43 79 79 79 82 82 82 82 82 94 94

うち、審査中の貸付債権の額 293 150 109 43 34 40 16 2 20 41 26 15 0 22 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の額 20 193 257 288 305 305 305 312 312 329 335 361 370 370 370 370

（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 （単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

26 48 63 78 89 99 105 108 116 124 128 138 140 144 144 144

うち、実行に係る貸付債権の数 0 20 35 47 57 63 68 71 78 82 87 94 97 99 100 100

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 1 1 4 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10

うち、審査中の貸付債権の数 24 13 7 6 4 5 2 1 2 4 2 3 0 2 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の数 2 15 21 24 27 27 27 28 28 29 30 32 34 34 34 34

貸付条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権の額

貸付条件の変更等の申込みを
受けた貸付債権の数

 

 



 

貸付条件の変更等の実施状況
（表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が中小企業者である場合〕 （単位：百万円）

平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成27年
12月末

平成28年
3月末

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 4,460 6,757

うち、実行に係る貸付債権の額 4,043 5,682

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 5

うち、審査中の貸付債権の額 417 1,037

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 32

（表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が中小企業者である場合〕 （単位：件）

平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成27年
12月末

平成28年
3月末

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 154 276

うち、実行に係る貸付債権の数 116 239

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 2

うち、審査中の貸付債権の数 38 33

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 2

＊平成２５年４月以降に申込みを受けた貸付債権の額及び数を表示しています。

 



 

貸付条件の変更等の実施状況
（表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 （単位：百万円）

平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成27年
12月末

平成28年
3月末

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 52 96

うち、実行に係る貸付債権の額 34 76

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0

うち、審査中の貸付債権の額 18 6

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 13

（表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 （単位：件）

平成25年
6月末

平成25年
9月末

平成25年
12月末

平成26年
3月末

平成26年
6月末

平成26年
9月末

平成26年
12月末

平成27年
3月末

平成27年
6月末

平成27年
9月末

平成27年
12月末

平成28年
3月末

貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 3 7

うち、実行に係る貸付債権の数 2 5

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 1 1

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 1

＊平成２５年４月以降に申込みを受けた貸付債権の額及び数を表示しています。

 


